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   報  告    

平 成 30 年 8 月 10 日
環 境 局 
環 境 監 視 課 

北九州ＰＣＢ処理事業について 

１ 北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設の操業状況等 

 （１）ＰＣＢ廃棄物処理の進捗状況（平成16年度～平成30年6月末） 

        事業エリア 

 項  目 

北九州事業エリア 

拡大受入分 

東京事業エリア 豊田事業エリア

（変圧器＝車載）

大阪事業エリア 

変 圧 器 処理台数① 2,693台 ― 98台 ―

登録台数 2,700台 ― 98台 ―

処理対象台数② 2,700台 ― 98台 ―

処理率 ①/② 99.7 ％ ―     100 ％ ―

コンデンサー 処理台数① 50,717台 6,598台 ― ―

登録台数 51,573台 6,932台 ― ―

処理対象台数② 51,605台 6,932台 ― ―

処理率 ①/② 98.3 ％ 95.2 ％ ― ―

安定器及び汚染物等 処理台数① 3,027ｔ ― 813ｔ 733ｔ

登録台数 3,161ｔ ― 2,264ｔ 2,550ｔ

処理対象台数② 3,174ｔ ―  約4,000ｔ（缶重量を除く）

処理率 ①/② 95.4 ％ ― 38.7 ％ 

（２）変圧器・コンデンサーの期限内処理の見通し 

北九州ＰＣＢ処理事業は、現在、全国の中で最も早いスケジュールで処理が進められており、 

今年度末には、北九州事業エリアにおける変圧器・コンデンサーの計画的処理完了期限を迎える。 

本年6月末時点の未処理台数は、変圧器が7台、コンデンサーが約1,200台となっており、 

   施設の処理能力から十分に対応可能であり、現在、搬入時期を調整のうえ、順次処理を実施。 

また、ＪＥＳＣＯへの処理委託未契約事業者は、着実に減少し本年6月末時点で23件となっ 

ている。そのうち、改善命令又は代執行の対象となる可能性が高い事案が14件存在（既に行政 

処分を開始しているものも含む）しているが、全ての事案において各自治体の対応が順次進んで 

いる状況。以上のことから、現時点では期限内に処理が完了する見通し。 

 （３）環境モニタリングの結果（平成29年度「冬季」、平成30年度「春季」実施分）資料１

    ＰＣＢ廃棄物処理施設の周辺環境及び排出源で、環境モニタリングを実施したところ、全て 

の項目において環境基準等に適合。 

 （４）トラブル事象等  資料２

    平成30年1月から6月末までの期間において、ＰＣＢ廃棄物処理施設で発生したトラブル 

事象は5件。ヒヤリハット事例は、実体験が22件、仮想が157件（平成29年7月から平成30 

年6月末まで）。全ての事象・事例への対応措置済み。 

「第40回北九州市ＰＣＢ処理監視会議」を、平成30年7月25日に開催しましたので報告 

します。 
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２ 今後の安全かつ早期の処理完了に向けた取組み 

 （１）ＪＥＳＣＯの主な取組み 

○ 施設の安全な操業を確保するため、長期保全計画に基づき、施設の設備の更新・補修を確実 

に実施しているほか、トラブル事例・再発防止策の水平展開を実施して、トラブルの未然防 

止対策を継続して推進。 

○ 国、自治体と連携して変圧器・コンデンサーの処理委託契約締結のため、未契約事業者に 

  対する契約促進活動（総ざらい）を実施するとともに、安定器の更なる処理促進策として、 

保管場所での仕分け促進と、小型電気機器（3kg未満）の真空加熱分離装置での処理を実施。 

（２）国の主な取組み

○ 各自治体に対して、処分委託の見込みのない事業者を見極め、必要に応じて法に基づく報告 

徴収又は立入検査の権限を活用するなど、処分期間終了後に速やかに行政処分を執行するた 

めの準備を実施するよう指導及び支援。 

○ 行政処分に関する法令面の整理や対応に係る基本的な考え方を示すとともに、自治体が代執

行を実施する場合の財政的支援の枠組みを構築。 

 （３）本市の主な取組み 

○ ＪＥＳＣＯに対して、報告徴収や抜き打ちによる立入検査の実施（昨年は24回）を行うと 

ともに、運転会社との会議等への参加（昨年は36回）によって、全てのリスク情報を現場 

から直接収集し、必要に応じて指導助言を行うなど、適切な操業管理を徹底。 

   ○ 北九州事業エリアの全自治体に対して、変圧器・コンデンサーの期限内処理の達成に向けた

対応について要請文書を発出（4 月）するとともに、未契約事業者を抱えている自治体を個

別訪問して、取組状況の把握及び本市取組みの水平展開を実施（5月）。 

○ 関係自治体、国も参加する「第6回西日本広域協議会」を開催し、関係自治体における早 

期処理に向けた取組内容や進捗状況を共有し、本市からは期限内の確実な処理完了に向けた 

取組みの徹底を要請（8月1日）。 

３ 北九州ＰＣＢ処理事業所施設解体撤去の進め方（案） 資料３ 

○ ＪＥＳＣＯにおいて、営業物処理終了後に解体撤去を進めることとし、設備機器・床壁等に 

内在、付着しているＰＣＢの除去及び分別を経て、プラント、建築物の順に解体工事を計画。 

○ ＰＣＢ廃棄物の無害化処理、周辺環境への配慮、作業者の安全衛生管理を解体撤去の基本方 

針として、適宜、本市との協議を行うとともに、監視会議、地元地域に対して情報を共有。 

 （以上） 
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北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設の環境モニタリング結果 

（平成29年度「冬季」、平成30年度「春季」実施分） 

北九州市は、ＪＥＳＣＯが行う「北九州ポリ塩化ビフェニル（以下、ＰＣＢ）廃棄物処理事業」による

環境への影響を把握するため、環境測定を実施しています。 

周辺環境 

1 大気 

＜調査地点：若松市民会館屋上（若松区本町3-13-1）＞ 

   ①ＰＣＢ      基準(0.5×10-3 mg/ 以下)※に適合していた。 

②ダイオキシン類  環境基準(年間平均値0.6 pg-TEQ/ N  以下)に適合していた。 

調査時期 
ＰＣＢ 

（mg/ N  ） 

ダイオキシン類 

（pg-TEQ/ N  ） 

冬 季 

（試料採取日） 

0.00011×10-3 

(2/8-2/15) 

0.015 

（2/8-2/15） 

春 季 

（試料採取日） 

0.000067×10-3 

(5/10-5/17) 

0.013 

(5/10-5/17) 

環境基準値等 0.5×10-3※以下 0.6以下 

※「ＰＣＢを焼却する場合における排出ガス中のＰＣＢ暫定排出許容限界について 

（S47.12.22、環境庁大気保全局長通知）」で示される環境中のＰＣＢ濃度 

③ベンゼン  環境基準(年間平均値0.003mg/ N  以下)に適合していた。 

調査時期 試料採取日 （mg/ N  ） 

2月 2/5-2/6 0.00077 

3月 3/6-3/7 0.0022 

年平均値 0.0011 

4月 4/16-4/17 0.0010 

5月 5/15-5/16 0.00230

6月 6/12-6/13  0.000850

環境基準値 0.003以下 

資料１ 
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２ 水質（周辺海域） 

  ①ＰＣＢ  何れの地点も環境基準(検出されないこと※)に適合していた。 

     ②ダイオキシン類 何れの地点も環境基準(1pg-TEQ/L以下)に適合していた。 

地点名 
ＰＣＢ ダイオキシン類 

試料採取日 (mg/L) 試料採取日 (pg-TEQ/L) 

洞海湾 

（Ｄ２） 
6/13 不検出※

6/13 0.070

響 灘 

（Ｈ１） 
6/13 不検出※ 6/13 0.059

雨水洞海

湾出口沖
6/13 不検出※

6/13 0.068

環境基準 検出されないこと  1以下 

※ 定量下限値は0.0005mg/L 

３ 土 壌 

    ①ＰＣＢ  環境基準(検出されないこと)に適合していた。 

     ②ダイオキシン類  環境基準(1000pg-TEQ/g・dry以下)に適合していた。 

地点名 試料採取日 

ＰＣＢ 

（溶出試験） 

(mg/L) 

ダイオキシン類 

(pg-TEQ/g・dry) 

雨水敷地出口

付近
6/12 不検出※ 0.028

環境基準 検出されないこと 1000以下 

※ 定量下限値は0.0005mg/L 

排出源 

１ 排出ガス 

ア ＰＣＢ、ダイオキシン類、ベンゼン  

①ＰＣＢ  協定値（0.005 mg/N  以下）※1に適合していた。 

  ②ダイオキシン類 協定値 (0.08 ng-TEQ/N  以下) ※1に適合していた。 

  ③ベンゼン 協定値（45mg/N  以下) ※1に適合していた。 

調査箇所 試料採取日 
ＰＣＢ 

(mg/N  ) 

ダイオキシン類 

(ng-TEQ/N  ) 

ベンゼン 

(mg/N  ) 

1G1 5/18 0.000011 0.00011 不検出※3

1G2 5/21 不検出※2 0.000021 不検出※3

1G6 5/18  0.0000068 0.000064 不検出※4

1G7 5/25 不検出※2 0.00000021 不検出※4

2G1 5/09 不検出※2 0.00000066 不検出※4

2G3 5/10 不検出※2 0.00000021 不検出※4

2G4 5/22 不検出※2 0.0000072 不検出※4

2G5 5/21 不検出※2 0.00000036 不検出※4

2G7-1 6/18 不検出※2 0.00022 - 

2G7-2 5/30 不検出※2 0.00042 - 
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2G8 5/29 0.000016 0.000011 不検出※4

2G9 5/11 不検出※2 0 不検出※4

協定値※1 0.0050以下 0.08以下 45以下 

※1 協定値（「北九州ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る環境保全に関する協定書」の排出管理目標値） 

※2 定量下限値は0.0000010mg/N  

※3 定量下限値は0.30 mg/N  

※4 定量下限値は0.45 mg/N  

イ 硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、ばいじん 

①硫黄酸化物 協定値（K値=0.5以下）※1に適合していた。 

②窒素酸化物 協定値（150ppm以下）※1に適合していた。 

③ばいじん 協定値（0.01g/N  以下）※1に適合していた。 

④塩化水素 協定値（100ppm以下）※1に適合していた。 

⑤水銀      協定値 (50μg/ N  以下) ※1に適合していた。 

調査箇所 試料採取日 
硫黄酸化物 

（K値） 

窒素酸化物 

(ppm) 

ばいじん 

(g/N  ) 

塩化水素 

(ppm) 

水銀 

(μg/ N  ) 

2G7-1 6/18 不検出※2 49 不検出※3 5 4.7 

2G7-2 5/30 不検出※2 56 不検出※4 7 0.6 

協定値※1 K値=0.5以下    150以下 0.01以下 100以下    50以下 

※1 協定値（「北九州ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業に係る環境保全に関する協定書」の排出管理目標値） 

※2 定量下限値はK値＝0.02 

※3 定量下限値は0.0062g/N  

※4 定量下限値は0.0059g/N  

２ 公共下水道排出水 

①ＰＣＢ    基準（0.003 mg/L以下）に適合していた。 

調査箇所 試料採取日 
ＰＣＢ 

(mg/L) 

下水排水渠 

(1ヶ所) 
3/9 不検出※

基準 0.003以下 

※ 定量下限値は0.0005mg/L 

３ 雨水排水 

    ①ＰＣＢ    基準（0.003 mg/L以下）に適合していた。 

②ダイオキシン類   基準 (10pg-TEQ/L以下）に適合していた。 

調査箇所 試料採取日 
ＰＣＢ 

(mg/L) 

ダイオキシン類 

(pg-TEQ/L) 

事業所内雨水ます 

(1ヶ所) 
6/11 不検出※ 0.12 

基準 0.003以下 10以下 

※ 定量下限値は0.0005mg/L 
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平成30年度 ＰＣＢ廃棄物処理施設及び周辺の環境モニタリング計画 

区分 媒体 調査地点 調査項目 
調査頻度 

（回／年） 

年  間 

検体数 

周
辺
環
境

大気 

若松観測局 

北九州市若松区本町3-13-1 

（若松市民会館屋上） 

ＰＣＢ  ４ ４ 

ダイオキシン類 ４ ４ 

ベンゼン １２ １２ 

海水 
洞海湾（Ｄ２）、響町（Ｈ１） 

※環境基準点

ＰＣＢ ２ ４ 

ダイオキシン類 ２ ４ 

底質 
洞海湾（Ｄ２） 

※環境基準点

ＰＣＢ １ １ 

ダイオキシン類 １ １ 

海水 雨水洞海湾出口沖 

ＰＣＢ  １ １ 

ダイオキシン類 １ １ 

土壌 雨水敷地出口付近 

ＰＣＢ  １ １ 

ダイオキシン類 １ １ 

排
出
源

排気 

排気出口（１２箇所） 

換気出口（３箇所） 

ＰＣＢ ２ ２７ 

ダイオキシン類 ２ ２７ 

ベンゼン ２ ２３ 

排気出口のうちプラズマ溶

融分解系（２箇所）

硫黄酸化物 ２ ４ 

窒素酸化物 ２ ４ 

塩化水素 ２ ４ 

ばいじん ２ ４ 

水銀 ２ ４ 

下水 排水渠 ＰＣＢ ６ ６ 

雨水 雨水ます 

ＰＣＢ １ １ 

ダイオキシン類 １ １ 



7 

【北九州市の調査地点図】

PCB処理施設 

若松観測局 

D2 

雨水洞海湾出口沖 
H1 

土壌：雨水敷地出口付近 
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北九州ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業 

30年度 環境モニタリング調査地点図 

129ｍ

210ｍ

2
97
ｍ

雨水洞海湾出口

208ｍ

1
03
ｍ

洞海湾

雨水排水管

第１期事業地 

第２期事業地 

N 

60ｍ

響灘

防波堤

雨水

排水下水排水管

ＰＣＢ処理施設

北九州事業所

測定地点

敷地境界

測定項目

（排出源）

測定項目

（周辺環境）

【凡例】

排気

土壌

海水
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排気測定サンプリング箇所（1 期施設）

．

＜排気＞

洗浄施設（一次、二次、判定洗浄装置）

＜換気＞

Ａ：抜油、粗洗浄の

グローブボックス (ｺﾝﾃﾞﾝｻ) 

Ｂ：抜油、粗解体の排気フード

Ｄ：二次洗浄装置、      
三次洗浄装置、判定洗浄装置

Ｅ：溶剤蒸留回収装置

Ｃ：一次洗浄装置

排気処理装置 活性炭
処理

排気処理装置 活性炭処理

＜局所排気＞

分解施設（液処理設備）

分離施設（真空加熱分離装置）

Ｆ：真空加熱分離装置

Ｉ：後処理槽№１

Ｈ：反応槽№２

Ｇ：反応槽№１

Ｌ：遠心分離機

Ｋ：濾過待受槽

Ｊ：後処理槽№２

Ｍ：汚染油受槽、

PCB濃度調整槽 

レベル3

№４：グローブボックス室

№２：解体・分別室、破砕室 

№１：粗解体室

№６：液処理室、溶剤蒸留回収室

№５：二次洗浄・真空加熱分離室

№３：管理区域以外のPCB廃棄物取扱区域

排気処理装置 活性炭処理

排気処理装置

排気処理装置 

排気処理装置

排気処理装置

活性炭処理

（非常用）

：サンプリングポイント

排気処理装置 活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

レベル2 レベル１

№４：一次洗浄室、検査室、

スクラバー室

管理区域

活性炭
処理

活性炭
処理

活性炭
処理

活性炭
処理

排気処理装置 活性炭処理 吸着塔

1G1 

1G2

1G5

1G4

1G6

排気処理装置

排気処理装置

排気処理装置

排気処理装置

排気処理装置

排気処理装置

活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理 活性炭処理

活性炭処理 活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

分析室 

1G7
活性炭処理

＜分析換気＞



10 

排気測定サンプリング箇所（２期施設）

．

前処理設備（特殊解体、TCB分離、
溶剤蒸留回収、中間処理等）

Ｃ：TCB分離・減圧蒸留 

分解施設（液処理設備）

分離施設（真空加熱分離設備）

Ｆ：真空加熱分離設備

Ｉ：反応槽

Ｈ：濾過待受槽・固液分離系

Ｇ：PCB 原料槽

Ｌ：洗浄槽

Ｋ：蒸発機

Ｊ：後処理槽

：サンプリングポイント

Ａ：特殊解体の排気フード他

Ｂ：溶剤蒸留回収 

Ｄ：中間処理（高濃度ﾍﾞﾝﾄｶﾞｽ）

Ｅ：中間処理（低濃度ﾍﾞﾝﾄｶﾞｽ）

Ｍ：ﾌﾟﾗｽﾞﾏ1 号機排気

分解施設（ﾌﾟﾗｽﾞﾏ溶融分解設備）

2G4

2G5

2G6

Ｎ：ﾌﾟﾗｽﾞﾏ2 号機排気

排気処理装置

排気処理装置

排気処理装置

活性炭処理

活性炭処理

排気処理装置 活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

排気処理装置

排気処理装置

排気処理装置 活性炭処理

2G1

2G2 

2G3

2G7-1

排気処理装置 活性炭処理
2G7-2 

＜換気＞

管理区域

排気処理装置 活性炭処理

排気処理装置 活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

活性炭処理

2G8

レベル3 レベル2 レベル１

№３：真空加熱分離処理室、ｽｸﾗﾊﾞ室、

中間処理・溶剤蒸留室、VTRｼｬﾜｰ油室

№２：ﾌﾟﾗｽﾞﾏ前処理室、基幹物流室、 
ﾄﾞﾗﾑ缶受入供給室、ﾌﾟﾗｽﾞﾏ1号機分解炉室 

№１：特殊解体室

№４：液処理室、TCB分離・減圧蒸留室、
ﾌﾟﾗｽﾞﾏ1 号機ｽﾗｸﾞ冷却室、運転廃棄物保管室
ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ室

№６：受入室

№５：ﾌﾟﾗｽﾞﾏ固形物判定待室、荷捌室、
ﾌﾟﾗｽﾞﾏ1 号機排気処理室、検査室

№１：仕分室

№１：特殊解体室（解体ブース）

№７：ﾌﾟﾗｽﾞﾏ2号機分解炉室、 
ﾌﾟﾗｽﾞﾏ2号機ﾄﾞﾗﾑ缶受入供給室 

№８：ﾌﾟﾗｽﾞﾏ2 号機ｽﾗｸﾞ冷却室、ﾌﾟﾗｽﾞﾏ2 号機
排気処理室、ﾌﾟﾗｽﾞﾏ2 号機固形物搬送装置室

活性炭処理

活性炭処理

排気処理装置 活性炭処理

排気処理装置 活性炭処理 活性炭処理

排気処理装置 活性炭処理

排気処理装置 活性炭処理

排気処理装置 活性炭処理

排気処理装置 活性炭処理

活性炭処理

2G9
活性炭処理分析室 

＜分析換気＞



■トラブル事象（平成30年1月～6月）

 北九州PCB廃棄物処理施設のトラブル事象等

資料２










